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就労継続支援 B 型事業における在宅就労訓練の現状と課題 
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1.はじめに 

 障害者の在宅就労のはじまりは、約 40 年前、パソコンの技術や通信インフラが一般家庭

にも普及し始めたころにさかのぼる。この時期は障害者の職業リハビリテーション分野に

おいて職能開発や働く機会の拡大に取り組む支援団体等による、草の根的な在宅就労支援

活動の萌芽が見られた時期であった。 

例えば、これら在宅就業支援団体のひとつである東京コロニーで、重度身体障害者の職域

開拓を目的とした情報処理事業が開始されたのも 1975 年であった。これは、当時コンピュ

ータ業界や印刷業界からの需要が高かったことが背景にある。 

在宅就労の一部では、事業所が受講者を職員として採用するようになり、障害者の体験を

障害者に伝えるという教育と、就労のシームレスなサポートが「新しい在宅就労支援のシス

テム」として構築され、その利用価値を認めた一部の産業界から注目の的となった。 

これは、今で言う「ピアサポート」の始まりといえる（障害者の多様な働き方と支援の実

態に関する調査研究 2021）。しかし、これらの就労は身体障害者を中心とする在宅就労の形

態であり、知的障害や精神障害者等、雇用形態を結ばない福祉的就労に関しては、在宅就労

での就労形態の拡大は見られなかった（山崎 2015）。 

2005 年に、閣議決定された「障害者自立支援法」では、この「ピアサポート」は強化事業

とされ、当事者組織や当事者が福祉サービスに関与できる部分を市区町の地域支援事業の

裁量で助成する仕組みが始められた。 

これにより職場実習や求職活動と同様に、在宅就労において事業所以外の場所での活動

（「施設外支援」という）が報酬の算定対象となり、在宅就労訓練も給付対象となった。し

かし、在宅就労に対する国の敷居は高く、障害者の在宅就労訓練の利用日数を制限していた。

これは 2018 年における利用者水増し問題と関係するとされる（石濱・並木 2021）。 

このように在宅就労は自宅で就労ができる IT 関連の事業は、就労管理ができる利用者に

限定されて実施され、一般的には、就労継続支援 B 型における在宅就労を行う事業所はほと

んど認可されてこなかった（石濱・並木 2021）。 

しかし、昨今の COVID-19 拡大における在宅就労の施策が大きく変更された。感染の拡大
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から、通所を控えたい利用者が増えたことにより、通所型の就労継続支援Ｂ型事業所のサー

ビス利用が減少し、事業所運営に陰りが見え始めたからである（崔 2021）。 

そこで本稿では、第一に、在宅就労の緩和施策による事業所収益（公益事業）の変化と、

それに伴う障害者の生産活動によって得られる就労支援事業収益（収益事業）から支払われ

る工賃の変化を明らかにする。第二として、自施設が Covid-19 の感染症との共存を図り、

今後、この「在宅就労訓練」をどのように運営し、事業を継続させるかを検討することを目

的とした。 

  

2.研究の目的と方法 

22--11..研研究究目目的的  

 本研究では、就労継続支援 B 型事業（福祉）における公益事業と収益事業の構造を明らか

にし、在宅就労緩和施策によって、変化した公益事業である事業所収益と、収益事業である

就労支援事業（利用者工賃）の実態を示す。 

これらの結果から、①在宅就労訓練の内容と工賃設定の課題、②自施設内の在宅就労訓練

状況における事業内容の検討、③「在宅就労訓練」担当職員（職業指導員）の適性を考察し、

長期化する Covid-19 との共存しながら、工賃をいかに向上させるかについて検討する。 

 

22--22..研研究究方方法法 
 ①自施設で COVID-19 による感染症が拡大する以前から在宅就労の認可を受けた A 事業所

の工賃と、COVID -19 以降に在宅就労訓練に切り替えた C事業所の工賃を比較する。 

②COVID-19 による感染拡大の影響を明らかにするため、2017 年度からの財務諸表および

工賃実績と、令和 3 年度の同データを比較した。 

これらの結果から、感染症拡大以前と以後の工賃の差、事業提供内容の差を明らかにする。 

③次に、SWOT 分析により、在宅就労訓練における支援方法や工賃向上の改善を検討した

結果をまとめる。 

  

22--33..倫倫理理的的配配慮慮  

本研究は、兵庫県立大学大学院社会科学研究科に設置される研究倫理審査委員会で認証

本研究は、兵庫県立大学大学院社会科学研究科に設置される研究倫理審査委員会で認証を

受け、実施した（2022-0013） 

 

また、本研究の調査協力者には、研究の目的や倫理的配慮等について、説明文書を明示し

ながら説明し、同意文書に署名を得られた場合にのみ参加者となっている。調査データの記

載にあたっては、匿名化された利用者名で記載し、法人名及び事業所名も利用者特定に繋が

らないよう、事業所名も「アルファベット」と表記に変更した。 

3.就労継続支援 B 型における収益構造 

33--11  就就労労継継続続支支援援 BB 型型事事業業ににおおけけるる公公益益事事業業とと収収益益事事業業のの構構造造  

就労継続支援 B 型は就労訓練事業として、会計上、公益事業と収益事業に分けなければな

らない。厚生労働省通知では、就労支援事業は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に

係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として利用者へ支払われなけれ

ばならないとされている（2006 年 12 月 6 日障発第 1206001 号通知解釈）。 

適正な利用者工賃を算出するためには、 生産活動における適切な原価管理を行う必要が

あることから、 就労支援事業における会計について社会福祉法人は、社会福祉法人会計基

準、社会福祉法人以外の法人は就労支援事業会計処理基準の定めるところにより、下記の収

益を分けて、会計処理を行うこととされている。 

 

 

 

 図 1 就労継続支援 B 型の事業活動計算書の財務構造 

 
会計上２つの収支構造を明記する意味は、事業所の経常利益の収支差が黒字であったと

しても、事業所が行う就労作業での売上がマイナスであった場合、国保連合会から請求した

給付金では補填する事が出来ず、作業収入に合わせて工賃額を設定しなければならないこ

とを意味している（図２）。 
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 図 2 就労継続支援 B 型の２つの収益構造 

 
33--22..就就労労継継続続支支援援 BB 型型事事業業所所のの請請求求額額のの推推移移とと平平均均工工賃賃のの状状況況等等比比較較  

33..22..11  CCOOVVIIDD--1199 感感染染拡拡大大前前後後のの請請求求状状況況  

 調査対象事業所には、感染拡大前から在宅就労を実施していた A 事業所、感染拡大後も在

宅就労を取り入れなかった B 事業所、感染拡大後に在宅就労を取り入れた C 事業所がある。 

 請求額では、すでに在宅就労を実施していた A 事業所は、感染拡大による通所制限の影響

はなく、2017 年を起点とした 2020 年度の請求額は 25.1％増となった。 

 感染拡大後も在宅就労を実施しなかった B 施設では、通所をひかえる利用者増の影響を

受け、2017 年を起点として 2020 年度の請求額はマイナス 32.6％と大幅に減少した。 

 感染拡大後に在宅就労を実施した C事業所は、利用者が通所をひかえることもあったが、

在宅就労をとりいれた結果、利用者を維持することができた。この結果、2017 年を起点と

した 2020 年度の請求額はマイナス 22.0％にとどまった（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 各事業所の年間請求額の推移 

 

また、在宅就労を感染拡大前から実施していた A 事業所の在宅就労利用者数は表１に示

した通り、2020 年度に急増していたことがわかった。 

 

表１ 年間利用者数 

 

 

33..22..22  CCOOVVIIDD--1199 感感染染症症へへ対対応応中中のの工工賃賃状状況況ととのの比比較較  

一方、工賃の原資となる就労支援事業収益は、全国緊急調査を実施した株式会社インサイ

トによる「COVID-19 影響下の 2020 年４月-７月の状況調査（3,814 事業所が回答）」の調査

報告書には、表２のとおり、前年度比と比べ、5 月の生産活動収入大幅減収（50％以上の減

収）に該当する事業所は 21.9％と最も多かった。その後、同年７月も同項目は厳しい状況

で、11.7％と減少傾向を示していた。（独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンター 

リサーチグループ 2021 年）が出されたことにより、前年度にかえて、前々年度の平均労働

時間を基本報酬の算定区分とすることが認められた。これにより、暫定的に工賃給付も、や
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むを得ない場合は自立支援給付費を充てることが容認された。 

しかし、同調査における、今後の見通しについての意識調査（表２）では、依然として、

約６割の事業所が 「全く見通しが立たない」との回答であった（障害者就労に係る最近の

動向について 2020 年）。 

 

表２ 緊急調査による生産活動収入 

 

 

表３ 経営状況の意識調査 

 

 

 また、工賃については、全国も兵庫県も同様の傾向であり、2020 年度の全国工賃は

15,776 円となり、前年度比マイナス 593 円であった。兵庫県でも、13,677 円となり、マ

イナス 801 円であった。工賃向上計画施策下での、初めてのマイナスであった。 

 

表４ 全国・兵庫県の工賃推移 

 

 

 本事業所の工賃も感染拡大前から、在宅就労を実施していた A 事業所では 2020 年度工

賃は 1,921 円の増加を示したが、感染拡大後も在宅就労を取り入れなかった B事業所で

は、2020 年度工賃はマイナス 8,650 円と減少していた。また、感染拡大後に在宅就労を取

り入れた C事業所では、2020 年度工賃はマイナス 6,855 円の減少で、在宅就労に転換した

利用者分の効果は示されていた。 

 

表５ 事業所別月額工賃増減表 

 

 

 しかしながら、在宅就労訓練者の工賃設定を通所と在宅別に見ると、表６、図４のとお

り、通所と在宅では 2020 年度において通所は 16,460 円と減少傾向ではあったが、在宅工

賃の 7,858 円の２倍以上となっていた。 

 

表６ 事業所全体の通所在宅別工賃推移 
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むを得ない場合は自立支援給付費を充てることが容認された。 
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検討、③「在宅就労訓練」担当職員（職業指導員）の適性に関する課題が明らかになった。 

そこで、これらの課題について、PPM 分析を実施した。 

この結果からは、①在宅就労訓練の内容と工賃設定の課題として、データ入力やテープ起

こし等の比較的、簡易な作業は少なくなってきており、工賃の単価が下がっていることが示

された。 

コンテンツ制作やプログラミングなどの付加価値の高い受注作業を請負うことができれ

ばよいが、情報セキュリティ上や個人情報保護上の補償を就労継続支援 B 型事業所で請負

う事は難しい。工賃単価を上げる上で通所と同様の工賃設定を行うためには、内職作業やチ

ラシ作りが最も適している。 

 次に、②在宅就労訓練状況における事業内容を検討した結果からは、PC 業務含めて、在

宅就労訓練を実施する上ではある程度のスキルが必要である事がわかった。 

「在宅就業訓練」は、時間の使い方に自由度があるため人気がある。通所の訓練では、「清

掃請負」等が多いが、「在宅就労訓練」では、パソコンをはじめとする情報機器とインター

ネットを中心とする通信技術を活用する訓練やホームページ作成等の受託作業が多い。 

今後、一般就労に移行する上では、システムエンジニア業務、プログラマー業務、システ

ム開発などが考えられ、Web コンテンツの制作、単体レベルのシステム開発、プログラミン

グ、イラスト制作、印刷・PDF 化等の 事務作業、記事作りなどの検討が必要となる。 

 

 

図５ PPM 分析による在宅就労訓練の課題 
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 就労継続支援事業 B 型事業所での在宅就労訓練に特化した職員によって、この訓練の運

営方法の SWOT 分析を行い、クロス分析では、内部要因（強みと弱み）と外部要因（機会と

脅威）に分けて考えた。 

 在宅就労訓練では、作業日数の制限が撤廃され、コミュニケーションが苦手な利用者でも

メール等を利用して、コミュニケーションを図る事ができる。一方、在宅就労訓練は、離れ

た所で利用者と支援員同士で訓練を進めていく場合、お互いの姿が見えないため複雑な内

職作業を行う場合は支援が難しい。このため、複雑な内職作業（工賃が高い）を在宅就労訓

練で実施することは困難である。 

また、在宅就労訓練を実施する「プラス面」としては、住み慣れた場所でリラックスしな

がら訓練に取り組む事が出来る点であり、「マイナス面」としては、一人で集中し続け、モ

チベーションを保って訓練に従事することは、簡単ではない。さらに、訓練内容に質問等が

ある場合、支援員が近くにいないため、情緒不安定となりやすい。訪問回数２回は不十分で

あり、事業所運営としても、人材不足でもある就労訓練 B 型事業所では「マイナス面」とな

る。この他にも「作業の仕上がりや制作物のチェック」の頻度は、継続的に在宅就労訓練を

提供する上での今後の課題とされた。 
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図６ 運営方法に関する SWOT 分析・クロス分析結果 

 

４.考察 

44--11..在在宅宅就就労労訓訓練練ににおおけけるるスステテーーククホホルルダダーーととのの関関係係構構築築    

COVID-19 以前から在宅就労訓練を開始していた事業所数は少なく，自施設のある区域で

は調査対象である A 事業所くらいであった。A事業所は、障害種別関係なく在宅就労訓練を

就労形態のひとつととらえ、利用者特性に応じた対応を行い、利用者増・収益増（図 3、表

１）であった。その背景には，潜在的な地域ニーズを把握してきた要因が大きい。 

在宅就労を希望する障害者相談を早期に把握し、市町村地区担当や医療従事者との連携

を密にし、ステークホルダーとしての信頼関係を大切にしていた。結果、A 事業所は工賃を

減額せずに運営を継続する事が出来た。 

厚生労働省による在宅での就労訓練の緩和施策は、事業運営においてはかなり重要であ

った（解釈通知 第 2報 2020 年 3 月 2 日）が、運営判断と人材面の差によって、事業所

の特性による差も課題であるとの指摘もある（山口 八重田 2020 年）。 

A 事業所が大切にしたステークホルダーとの関係は、この運営判断と人材面において、

好循環に働いていることがわかる。 

その一つ目は、マスク制作という在宅就労訓練で可能な内職を、いち早く業者から請負

うことが出来た事である。請負業者との信頼関係が構築されていたことから、A事業所な

らマスク制作が可能であると判断された結果であった。 

また、２つ目に地域で必要となる布マスクを制作した結果、この取り組みが、「地域を

支える障害者」の活躍として発信された。（障害者就労に係る最近の動向について 厚生

労働省社会 2020 年）。在宅就労訓練の作業内容をこれまで実施していた作業から、マスク

制作作業へと変更したにも関わらず、工賃額を低下させることはなかったため、利用者や

職員のエンゲージメントも高まったと推測する（図７）。 

感染拡大前から在宅就労訓練を実施してきたことは、単にスキルがあるというだけでは

なく、職員との作業確認や、作業工程管理のノウハウや利用者の在宅スキル向上につなが

った為モチベーションも高まった。在宅就労の好循環のみで、A 事業所の評価をすること

はできないが、危機的状況における運営は、ブランド・パーパスの構築過程に通じるもの

がある（木原 石岡 2021）。 

 

 

図７ A 事業所によるステークホルダーを重視する好循環図 

 

しかし、Ｂ事業者はもちろん、感染拡大後に在宅就労訓練を取り入れた C 事業所では、

これらのノウハウが乏しく、本人のニーズや特性を考慮する時間のないまま、簡易な作業

が多くなった結果、工賃は低下し、在宅における指導はうまくいかなかった。Aと C の事

業所の感染拡大後の結果は、在宅就労可能な利用者の特性を理解しつつ、遠隔で支援を行

う支援員の技量の差が表れたといえる。 

  
44--22..在在宅宅就就労労訓訓練練にに必必要要なな人人材材教教育育  

今まで対面支援が当たり前だった「福祉支援事業所」にとって、対面以外の支援方法は

「未知の世界」であるとの論調もある（中尾 片山 2021 年）。 

今後、法人運営を維持していく為には、基礎疾患のある障害者も多いことから、安心した

就労訓練を提供するためには、在宅就労訓練を活用していく必要がある。B 事業所の様に、

在宅就労訓練を活用しなければ COVID-19 感染症蔓延状況が続く中では、運営の維持や工賃

支払は減額せざるを得ない。運営判断の問題、支援員の柔軟な人材面の観点からも課題は多
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い。 

対面以外での支援方法に戸惑いや葛藤、不安などが入り混じる今回の事態を新たな変革

のチャンスと捉え、早急に在宅就労訓練を支援する職員への研修体制を設ける必要がある。 

まずは、在宅就労訓練によりコミュニケーションツールを担保するため、リモートや電子

メール等でのコミュニケーションができる職員の体制を整えることが重要となる。そのう

えで、本人の特性と作業内容をマッチングさせるため、この分野独自のアセスメント指標が

求められる（自立訓練における効果的な訓練の提供及び評価指標等に関する調査研究 

2020 年）。障害福祉分野における障害特性と支援サービスの評価指標は筒井や松本によって

行われている WHO-DAS 研究も今後注視していきたい（松本 2017）。 

 

5.結論 

今回のレビューから、①在宅就労訓練に対する更なるステークホルダーとの相互理解、②

在宅就労訓練の支援が出来る人材教育、③在宅就労訓練の作業内容のマッチングの３つが

重要だと言う事がわかった。 

感染症の終息が見通せない中で、「在宅就労訓練」のニーズは拡大する。このサービスは、

難病、触法、生活困窮、ひきこもり、薬物・ゲーム・アルコール依存症、虐待等々の問題を

抱える方々が利用することになるため、その特性にあった訓練のあり方や、これに適した指

導方法が標準化されることが望まれる（高野 2021）。 

 就労継続支援 B 型事業所における在宅就労訓練は、通所が出来ない利用者にとって必要

不可欠なサービスである。A 事業所が提供しているサービスには、就労訓練の提供以外にも

自己実現や社会参加といった側面があり、単に在宅に就労訓練サービスを提供するだけで

解決できるものではない。通所か在宅かといった二者択一ではなく、両者のサービスを障害

者の個性に合わせて利用者が選択できることが求められている。 
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介護老人保健施設における COVID-19 下での 

経営戦略に関する検討 

 

加 賀 山 俊 平 

 

キーワード：介護老人保健施設、covid-19、感染対策、事業継続 

 

１１．．ははじじめめにに  

2019 年より発生した新型コロナウイルス感染症（以下 covid-19）の感染拡大より、

これまで以上に高齢者施設における感染対策が重要視されている。高齢者は易感染性

が高いことに加え、罹患した場合の重症化リスクが高く、厚生労働省の報告によると、

30 歳代と比較した場合の重症化確率は 70 歳代で 47 倍、80 歳代で 71 倍、90 歳以上

では 78 倍にまで増加すると言われている（厚生労働省 2022）。 

新型コロナウイルス感染症による重症者や死亡者を抑制し、それに起因する医療

崩壊を防ぐために、高齢者が集団生活する福祉・介護施設の感染対策は大きな課題と

なっている（藤田 2021）。2022 年３月 16 日の厚生労働省の報告によると、新型コ

ロナウイルスのクラスターが 4964 件にのぼったと発表されている（厚生労働省 

2022）。全国の新規感染者数がピーク時よりも減少しているものの、その一方で重症

化リスクが高い高齢者が生活する介護現場においては非常に厳しい状態が続いている。 

この COVID-19 の影響もあり、介護業界の市場では、2020 年の「老人福祉・介護事

業者」の倒産は118件（前年比6.3％増）、休廃業・解散は455件（同15.1％増）と、

そろって過去最多を記録するなど、市場撤退を迫られる介護事業者も多い（東京商工

リサーチ 2020）。 

また介護給付費分科会の介護事業経営調査委員会によると、収支の状況が新型コ


